
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正



オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正

第
一
条
　
改
正

Ａ
　
第
二
条
５

議
定
書
第
二
条
５
中
「
第
二
条
の
Ｅ
」
を
「
第
二
条
の
Ｆ
」
に
改
め
る
。

Ｂ
　
第
二
条
８
a
及
び
11

議
定
書
第
二
条
８
a
及
び
11
中
「
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
第
二
条
の
Ｉ
」
に
改
め
る
。

Ｃ
　
第
二
条
の
Ｆ
８

議
定
書
第
二
条
の
Ｆ
７
の
次
に
８
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
　
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
生
産
す
る
締
約
国
は
、
二
千
四
年
一
月
一
日
に
始

ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
当
該
物
質
の
生
産
量
の
算
定
値
が
次
の
a
と
b
と
の
平

均
値
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
締
約
国
の
生
産
量
の
算
定
値
は
、
第
五
条
１
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
締
約
国
の
基
礎
的
な
国
内
需
要
を
満
た
す
た
め
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
こ
の
８
の
規
定

一



で
定
義
さ
れ
た
生
産
量
の
算
定
値
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
限
度
と
し
て
当
該
算
定
値
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

a

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
千
九
百
八
十
九
年
に
お
け
る
消
費
量
の
算
定
値
と
附
属
書
Ａ
の
グ

ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
千
九
百
八
十
九
年
に
お
け
る
消
費
量
の
算
定
値
の
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和

b

附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
千
九
百
八
十
九
年
に
お
け
る
生
産
量
の
算
定
値
と
附
属
書
Ａ
の
グ

ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
千
九
百
八
十
九
年
に
お
け
る
生
産
量
の
算
定
値
の
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和

Ｄ
　
第
二
条
の
Ｉ

議
定
書
第
二
条
の
Ｈ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
Ｉ
　
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

締
約
国
は
、
二
千
二
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
十
二
箇
月
の
期
間
及
び
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
ご
と
の
附
属
書
Ｃ
の
グ

ル
ー
プ
Ⅲ
に
属
す
る
規
制
物
質
の
消
費
量
及
び
生
産
量
の
算
定
値
が
零
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
条
の
規
定

は
、
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
合
意
さ
れ
た
用
途
を
満
た
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
締
約
国
が
認
め
た
生
産
量
及
び
消
費
量
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

Ｅ
　
第
三
条

二



議
定
書
第
三
条
中
「
前
条
」
を
「
第
二
条
の
Ｉ
」
に
改
め
る
。

Ｆ
　
第
四
条
１
の
五
及
び
１
の
六

議
定
書
第
四
条
１
の
四
の
次
に
１
の
五
及
び
１
の
六
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
の
五
　
締
約
国
は
、
二
千
四
年
一
月
一
日
以
降
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
か
ら
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す

る
規
制
物
質
を
輸
入
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

１
の
六
　
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
か
ら
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅲ
に
属
す
る
規
制
物
質
を
輸
入
す
る

こ
と
を
こ
の
１
の
六
の
規
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｇ
　
第
四
条
２
の
五
及
び
２
の
六

議
定
書
第
四
条
２
の
四
の
次
に
２
の
五
及
び
２
の
六
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
の
五
　
締
約
国
は
、
二
千
四
年
一
月
一
日
以
降
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
に
対
し
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属

す
る
規
制
物
質
を
輸
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２
の
六
　
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
国
に
対
し
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅲ
に
属
す
る
規
制
物
質
を
輸
出
す

る
こ
と
を
こ
の
２
の
六
の
規
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

三



Ｈ
　
第
四
条
５
か
ら
７
ま
で

議
定
書
第
四
条
５
か
ら
７
ま
で
の
規
定
中
「
附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に

属
す
る
規
制
物
質
並
び
に
附
属
書
Ｅ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
」
を
「
附
属
書
Ａ
、
附
属
書
Ｂ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｅ
に
掲
げ

る
規
制
物
質
」
に
改
め
る
。

Ｉ
　
第
四
条
８

議
定
書
第
四
条
８
中
「
第
二
条
か
ら
第
二
条
の
Ｅ
ま
で
、
第
二
条
の
Ｇ
、
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
第
二
条
か
ら
第
二
条
の
Ｉ
ま

で
」
に
改
め
る
。

Ｊ
　
第
五
条
４

議
定
書
第
五
条
４
中
「
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
第
二
条
の
Ｉ
」
に
改
め
る
。

Ｋ
　
第
五
条
５
及
び
６

議
定
書
第
五
条
５
及
び
６
中
「
第
二
条
の
Ｅ
ま
で
」
を
「
第
二
条
の
Ｅ
ま
で
及
び
第
二
条
の
Ｉ
」
に
、
「
規
制
措
置
及
び
」

を
「
規
制
措
置
並
び
に
」
に
改
め
る
。

Ｌ
　
第
五
条
８
の
三
a

四



議
定
書
第
五
条
８
の
三
a
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
千
十
六
年
一
月
一
日
以
降
、
１
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
締
約
国
は
、
第
二
条
の
Ｆ
８
に
規
定
す
る
規
制
措
置
を
遵
守

す
る
も
の
と
し
、
当
該
規
制
措
置
を
遵
守
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
、
二
千
十
五
年
に
お
け
る
生
産
量
及
び
消
費
量
の
算
定

値
の
平
均
値
を
使
用
す
る
。

Ｍ
　
第
六
条

議
定
書
第
六
条
中
「
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
第
二
条
の
Ｉ
」
に
改
め
る
。

Ｎ
　
第
七
条
２

議
定
書
第
七
条
２
中
「
、
附
属
書
Ｃ
及
び
」
を
「
に
掲
げ
る
規
制
物
質
、
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
及
び
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属

す
る
規
制
物
質
並
び
に
」
に
、
「
当
該
規
制
物
質
」
を
「
附
属
書
Ｂ
、
附
属
書
Ｃ
及
び
附
属
書
Ｅ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
」
に
、

「
及
び
附
属
書
Ｃ
に
掲
げ
る
」
を
「
に
掲
げ
る
規
制
物
質
並
び
に
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
及
び
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
す
る
」
に

改
め
る
。

Ｏ
　
第
七
条
３

議
定
書
第
七
条
３
に
中
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五



締
約
国
は
、
検
疫
、
及
び
出
荷
前
の
処
理
の
た
め
の
附
属
書
Ｅ
に
掲
げ
る
規
制
物
質
の
年
間
使
用
量
に
関
す
る
統
計
資
料

を
事
務
局
に
提
出
す
る
。

Ｐ
　
第
十
条

議
定
書
第
十
条
１
中
「
に
定
め
る
規
制
措
置
及
び
」
を
「
及
び
第
二
条
の
Ｉ
に
定
め
る
規
制
措
置
並
び
に
」
に
改
め
る
。

Ｑ
　
第
十
七
条

議
定
書
第
十
七
条
中
「
第
二
条
の
Ｈ
」
を
「
第
二
条
の
Ｉ
」
に
改
め
る
。

Ｒ
　
附
属
書
Ｃ

議
定
書
の
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

グ
ル
ー
プ
Ⅲ

C
H
2 B
rC
l

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一

○
・
一
二

第
二
条
　
千
九
百
九
十
七
年
の
改
正
と
の
関
係

い
ず
れ
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
も
、
千
九
百
九
十
七
年
九
月
十
七
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
お
け
る

締
約
国
の
第
九
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
若
し
く
は
加
入
書
を
既
に
寄
託
し
て
い
る

場
合
又
は
同
時
に
寄
託
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
改
正
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
寄
託
す
る
こ
と
が

六



で
き
な
い
。第

三
条
　
効
力
発
生

１
　
こ
の
改
正
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
二
十
以
上
の
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
り
こ
の
改
正
の

批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
二
千
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
同
日

ま
で
に
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
改
正
は
、
当
該
条
件
が
満
た
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に

効
力
を
生
ず
る
。

２
　
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
る
文
書
は
、
１
の
規
定
の
適
用
上
、
当
該
機
関
の
構
成
国
に
よ
っ

て
寄
託
さ
れ
た
も
の
に
追
加
し
て
数
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
１
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
改
正
が
効
力
を
生
じ
た
後
は
、
こ
の
改
正
は
、
１
の
締
約
国
以
外
の
議
定
書
の
締
約
国
に
つ
い

て
は
、
そ
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

七




